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消費貸借において取り上げなかった論点についての意見 

 

１ 意見の趣旨 

民法（債権関係）部会資料５７「第２ 消費貸借」において、下記取り上げ

なかった論点を、今後も論点として取り上げるべきである。 

記 

○ 部会資料４４第２，１(3)ウ(ｲ)「事業者の消費者に対する融資の場合の借

主の解除権」［３２頁］ 

○ 部会資料４４第２，４(2)イ「事業者の消費者に対する融資の場合の免責」

［４０頁］ 

○ 部会資料４４第２，７「抗弁の接続」［４４頁］ 

 

 ２ 意見の理由 

 （１）消費者保護規定の民法導入の必要性 

    経済社会が高度に複雑化している現代社会においては、当事者間の情報力、

交渉力の格差が増大し、消費者を保護する必要性は増すばかりであり、特別

法による保護のほか、市民法律関係の基本法である民法にも消費者保護規定

を導入することは時代の要請に合致したものといえる。 

    それゆえ、今般の民法（債権関係）部会の審議で、つねに、消費者保護規

定の導入が検討されてきたことも、当然の流れであった。 

    しかるに、今回の民法（債権関係）部会資料５７においては、消費者保護

の特則規定についての論点を取り上げないとの対応をとっている。これは、

明らかに、時代の要請に沿うものではなく、方向性として不適切であるとい
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える。 

    とくに、抗弁の接続規定の民法導入は、割賦販売法の抗弁接続規定の潜脱

的手法として消費貸借が利用されてきた経緯から見て、きわめて重要であり、

論点として取り上げないことは不適切である。 

 （２）新たな立法提案とのアンバランス 

    今回の民法（債権関係）改正審議では、消費貸借を諾成契約とする提案を

する一方で、そのことによる消費者への弊害を考慮して、「事業者の消費者に

対する融資の場合の借主の解除権（ここでは解除の場合の損害賠償の否定を

含意していると理解される。）」の提案をし、また、期限の定めのある消費貸

借の期限前弁済を認めるとともに、貸主に生じた損害賠償を認めるとの提案

をする一方で、そのことによる消費者への弊害を考慮して、「事業者の消費者

に対する融資の場合の免責」の提案がなされるというように、新たな立法提

案には、セットで消費者特則の提案をすることによって、バランスをとって

いたといえる。 

    しかしながら、今回の民法（債権関係）部会資料５７においては、新たな

立法提案のみが論点として取り上げられ、そのカウンターバランスとして提

案されていた消費者特則が論点として取り上げられないというアンバランス

な状況となっている。 

    これは、明らかに不適切である。 

 （３）事業者・消費者概念との関係 

    今回の民法（債権関係）部会資料５７では、事業者・消費者概念の導入の

論点も取り上げられておらず、そのことにより、消費者特則を論点として取

り上げなかったとも思われる。 

    しかしながら、民法では、これまで基本概念が必ずしも明確に定義されず

に規定され、解釈によって、法適用がされてきたものである。従って、仮に

消費者概念の定義付けがされなかったとしても、民法に消費者特則を規定す

ることの障害となるものではないと考えられる。 

（４）結論 

    以上のとおり、消費貸借における消費者特則を論点として取り上げないこ

とは不適切であり、今後の民法（債権関係）改正審議においても、取り上げ

るべきである。 

以 上 

 


